
令和３年度 決算における村の健全化判断比率等を公表します。 

 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、令和３年度決算の健全化判断比率を公表します。  

財政健全化法とは、「早期健全化基準」と「財政再生基準」により各判断比率を算定し、地方公共団体の財 

政状況を明らかにするものです。 

 

早期健全化基準とは… 
 

 健全化判断比率のいずれかが財政健全化基準 

を超える場合は、財政状況が悪化した要因の分 

析を行ない、判断比率を早期健全化基準未満と 

することを目標に「財政健全化計画」を策定し、 

速やかに公表するとともに知事に報告しなけれ 

ばなりません。 

 

 

財政再生基準とは… 
 

 健全化判断比率のいずれかが財政再生基準を 

超える場合は、財政状況が悪化した要因の分析 

を行ない、判断比率を財政再生基準未満とする 

ことを目標に「財政再生計画」を策定し、速やかに

公表するとともに総理大臣に協議し、同意を求め

ることができます。その同意を得ていなければ地

方債が制限されます。 

 

≪山中湖村の健全化判断比率≫ 

 内 容 早期健全化基準 財政再生基準 山中湖村 

実質赤字比率 

一般会計等を対象とした実質赤字額 

の標準財政規模（人口、面積等から算定 

する当該団体の標準的な一般財源の規 

模）に対する比率 

15.00% 20.00% 
－ 

(-15.03%) 

連結実施赤字比率 

全会計を対象とした実質赤字額（ま 

たは資金不足額）の標準財政規模に対 

する比率 

20.00% 30.00% 
－ 

（-16.28%） 

実質公債費比率 
一般会計等が負担する元利償還金等 

の標準財政規模に対する比率 
25.0%   35.0% 1.7% 

将来負担比率 
一般会計等が将来負担すべき実質的 

な負債の標準財政規模に対する比率 
350.0%   

－ 

(-203.6%) 

 

上記の基準比率すべてにおいて、本村は基準より下回る結果となっていますので、健全な財政運営と言えます。 

 

≪資金不足比率≫ 
特別会計名 村の資金不足比率 事業の規模 

簡易水道特別会計 －（資金不足なし） 6,312万 4千円 

下水道特別会計 －（資金不足なし） 9,906万 6千円 

観光施設特別会計 －（資金不足なし） 3 億 2,677万 0千円 

 

資金不足比率とは… 
 

 公営企業会計（特別会計）の資金不足額の事業の規模に     

対する比率 

 


